
別紙様式第11 

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式 

物品等又は役務の名称 

及び数量 

随意契約担当部

課の名称及び 

所在地 

随意契約を 

締結した日 

随意契約の相手方の氏名 

及び住所 

随意契約に係る 

契約金額 
随意契約によることとした理由 

その他必

要な事項 

（備考） 

空調更新工事2式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和7年4月1日 

㈱クラフティア諫早営

業所 

諫早市宇都町10-36 

8,965,000円 

既存設備構造上でのメーカー指定が必要及

び取扱い業者が限定されるため。契約の性

質又は目的が競争を許さない場合に該当。

（会計規則第36条4項） 

 

医薬品在庫管理システム

1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和7年6月30日 

山下医科器械㈱長崎 

支店 

長崎市浜口町12番19号 

2,728,000円 

既存システム連携上でのメーカー指定が必

要及び取扱い業者が限定されるため。契約

の性質又は目的が競争を許さない場合に該

当。（会計規則第36条4項） 

 

赤外分光分析装置1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和7年8月12日 

山下医科器械㈱長崎 

支店 

長崎市浜口町12番19号 

1,650,000円 

既存システム連携上でのメーカー指定が必

要及び取扱い業者が限定されるため。契約

の性質又は目的が競争を許さない場合に該

当。（会計規則第36条4項） 

 

電子処方箋管理システム

1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和7年9月30日 
NBC情報システム㈱ 

長崎市尾上町5-6 
3,296,700円 

既存システム連携上でのメーカー指定が必

要及び取扱い業者が限定されるため。契約

の性質又は目的が競争を許さない場合に該

当。（会計規則第36条4項） 

 

オンライン資格確認「薬

剤情報閲覧」「特定健診情

報閲覧」システム1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和7年9月30日 
NBC情報システム㈱ 

長崎市尾上町5-6 
1,045,000円 

予定価格が160万円以内を超えない財産を

買い入れるときに該当するため。（会計規則

施工細則第35条2項） 

 

ホルタ記録器1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和7年12月18日 
㈱キシヤ大村営業所 

大村市富の原2-578 
1,331,000円 

予定価格が160万円以内を超えない財産を

買い入れるときに該当するため。（会計規則

施工細則第35条2項） 

 



栄 養 管 理 シ ス テ ム

「Kukuran21」1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和8年1月27日 

㈱グリーム 

福岡県北九州市小倉北

弁天町1-8 

3,296,700円 

既存システム連携上でのメーカー指定が必

要及び取扱い業者が限定されるため。契約

の性質又は目的が競争を許さない場合に該

当。（会計規則第36条4項） 

 

手動式除細動器1式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和8年2月17日 
㈱キシヤ大村営業所 

大村市富の原2-578 
1,030,000円 

予定価格が160万円以内を超えない財産を

買い入れるときに該当するため。（会計規則

施工細則第35条2項） 

 

睡眠評価装置 NoxA1sシス

テム2式 

日本赤十字社長

崎原爆諫早病院  

会計課 

諫早市多良見町

化屋986番地2 

令和8年3月18日 

帝人ヘルスケア㈱ 

東京都千代田区霞が関

3丁目2番1号 

3,367,210円 

既存システム連携上でのメーカー指定が必

要及び取扱い業者が限定されるため。契約

の性質又は目的が競争を許さない場合に該

当。（会計規則第36条4項） 

 

備考 

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に

単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。 

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。 

（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。 

 

 


